
小型家電には、レアメタルなど貴重な資源が含まれていますが、現在、本市の処理方法では「鉄」・「アルミ」しか資源
化できません。そのような中、平成25年4月に小型家電リサイクル法が施行され、霧島市では、ごみの減量化・資源
化を図るため、平成26年10月より、使用済小型家電のリサイクルを開始しますので、皆様のご協力をお願いします。

回収対象の小型家電〈13品目〉

③ポータブル音楽
プレーヤー

⑥携帯型テレビ

⑨小型ゲーム機

ボックス回収を
開始します

平成26年10月より
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使用済小型家電は、大切な資源です。
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⑫ＨＤＤ（ハードディスク）

⑬電子機器付属部品
・ＡＣアダプター
・充電機器
・コード
・ケーブル類等

④ポータブルDVD
プレーヤー

①デジタルカメラ

⑩電子辞書

⑦携帯電話 ⑧リモコン

②ビデオカメラ

⑤携帯用ラジオ

⑪電 卓
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回収方法
市役所の各庁舎や、小型家電回収協力店等に設置してある
回収ボックスに入れてください。
回収ボックスに投入できるものは、以上の対象品目のうち、
ボックスの投入口25cm×10cmに入るものが基準になります。

回収ボックスの
設置場所については
裏面をご覧ください

この用紙は、リサイクル紙を含む紙で作成しています。

① デ ジ タ ル カ メラ
② ビ デ オ カ メラ
③ ポータブル音楽プレーヤー
④ ポータブルDVDプレーヤー
⑤ 携 帯 用 ラ ジ オ
⑥ 携 帯 型 テレ ビ
⑦ 携 帯 電 話
⑧ リ モ コ ン
⑨ 小 型 ゲ ー ム 機
⑩ 電 子 辞 書
⑪ 電 卓
⑫ Ｈ ＤＤ（ハードディスク）
⑬ 電 子 機 器 付 属 部 品
　（ＡＣアダプター、充電機器、コード、ケーブル類等）
※小型家電に付属するものが対象です。

※小型家電に付属するものが対象です。



市役所庁舎

従来通り “燃えないごみ” としてごみステーションへ出すことも可能ですが、ボックス回収にご協力ください。

ご注意
ください！！

※個人情報は、必ず消去してください。
※回収した小型家電は返却できません。
※電池は、取り外してください。
※家庭から排出されるものに限ります。
　（事業所から排出されるものは対象外です。）

!
問い合わせ先　　霧島市役所環境衛生課 TEL:0995-45-5111（内線1771・1772）

回収した小型家電は有用な金属を抽出し、再利用します

選別

金属回収

排出

再利用

精錬業者

使用済小型家電

（金属材料）

再資源化

中間処理業者

回収ボックス設置場所

回収対象品目のうち、投入口25cm×10cmに入れば
下記設置場所の回収ボックスに出すことができます。

回収ボックス

※各施設の開業時間に合わせてご持参ください。

小型家電回収協力店等

イオン隼人国分店 隼人町見次1229

クッキー国分北店 国分新町1079

クッキー隼人店 隼人町内1376-1

生活協同組合
コープかごしま国分店 国分府中町1-53-1

ホームプラザ ナフコ国分店 国分敷根686

ホームプラザ ナフコ隼人店 隼人町東郷6-2

マックスバリュ国分店 国分中央1-27-5

マックスバリュエクスプレス
松木店 国分中央5-20-52

ヤマダ電機
テックランド霧島店  国分野口西2-30

天降川リサイクルセンター
〈㈱国分隼人衛生公社〉 隼人町住吉522-46

㈱山﨑紙源センター 隼人町住吉195

国分庁舎 国分中央3-45-1

隼人庁舎 隼人町内山田1-11-11

溝辺総合支所 溝辺町有川341

横川総合支所 横川町中ノ263

牧園総合支所 牧園町宿窪田2647

霧島総合支所 霧島田口8-4

福山総合支所（牧之原） 福山町福山5290-61

福山市民サービスセンター 福山町福山2466

市民サービスセンター
（コア・よか内） 国分中央3-9-20


